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全国で、そして世界で活躍する大津町の人々

全国大会出場

○エアロビック
　「第23回スズキエアロビック世界選手権大会」が４月21日～22日、
東京都で開催され、Team.OHMURAに所属する大

おお
村
むら
詠
えい
一
いち
さん、智

とも

美
み
さん、紗

さ
織
おり
さん（矢護川）が出場し、トリオ部門で７位に入賞しま

した。また、３人は、６月１日～６月３日にブルガリア・ソフィア
で開催された「第12回FIGエアロビック世界選手権大会」にも出場し
ています。

○民謡
　「民謡民舞熊本県連合大会」がこの程、崇城大学市民ホールで開催
され、髙

たか
見
み
春
はる
代
よ
さん（引水）が協会賞争奪戦でグランプリに輝きまし

た。髙見さんは、10月18日～10月21日に東京都で開催される「平
成24年度民謡民舞全国大会」に出場します。

○民謡
　「第29回八女茶山唄日本一大会」が６月３日、福岡県で開催され、
田
た
中
なか
裕
ゆう
子
こ
さん（引水）が出場し、グランプリ優勝を果たしました。

○剣道
　「第60回全日本都道府県対抗剣道優勝大会」が４月29日、大阪府
で開催され、池

いけ
田
だ
洋
よう
一
いち
さん（陣内）が出場しました。

○ピアノ
　「グレンツェンピアノコンクール第４回全国大会」が６月30日～
７月１日に東京都で開催され、室小学校６年生の本

ほん
田
だ
ここ葉

は
さん（大

津）が出場しました。

左から大村詠一さん、智美さん、紗織さん

髙見春代さん 田中裕子さん

池田洋一さん 本田ここ葉さん

「ロアッソ熊本」ホームゲーム無料招待
　「ロアッソ熊本をＪ１へ」県民運動推進本部は、ホームゲーム無料招待事業としてスタジアムの雰囲気や生観戦の
楽しさを肌で感じてもらい、応援機運を盛り上げることを目的に、無料招待券を400人にプレゼントします。

◦日時　　　　８月26日（日）午後７時キックオフ　「ロアッソ熊本」ＶＳ「カターレ富山」
◦会場　　　　熊本県民総合運動公園陸上競技場（ＫＫＷＩＮＧ）
◦申込方法　　ハガキに必要事項を明記してお申し込みください。
【必要事項】　①申込枚数　※小学生未満は無料です。申込みの必要はありません。
　　　　　　②住所　③氏名（団体名）　④電話番号　⑤受取方法（総合体育館事務所または郵送）
◦申込期限　　７月31日（火）申込期限日必着　　※４００人になり次第終了とします。
◦申し込み・問い合わせ
　〒869－1217　大津町大字森1000番地
　　　　　　　役場生涯学習課　生涯スポーツ係（大津町総合体育館内）　☎（293）8088

O
ZU

 iN
FO

R
M

AT
IO

N
平成 24年度国民年金の免除受け付けが始まりました
◦問い合わせ　熊本西年金事務所　☎（353）0142　☎（355）3261　◦年金相談予約　役場住民課　☎（293）3112

年金

後期高齢者医療保険の保険証などを交付します
◦問い合わせ　役場保険医療課　国保・医療係　☎（293）3114

医療

新
し
い
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
（
保
険
証
）」
を
郵
送
し
ま
す
。

　
現
在
の
保
険
証
（
水
色
）
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
で
す
。
各
自
で
処
分
す
る
か
役
場

に
ご
返
却
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
（
黄

色
）
は
７
月
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
か

ら
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
保
険
証（
黄
色
）

に
記
載
し
て
い
る
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、

平
成
24
年
度
の
町
県
民
税
の
課
税
所
得
を
も

と
に
判
定
し
て
い
ま
す
。

　
役
場
で
直
接
交
付
を
希
望
す
る
人
は
７
月

６
日
（
金
）
ま
で
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
役
場
で
受
け
取
る
と
き
は
保
険
証
（
水

色
）、
印
か
ん
、
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証

な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
（
別
世
帯
の
人

が
受
け
取
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
）。

新
し
い
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
黄

色
）
を
交
付
し
ま
す
。

　
す
で
に「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
水
色
）を
持
っ

て
い
る
人
で
、
８
月
か
ら
も
引
き
続
き
該
当

す
る
人
は
、
保
険
証
（
黄
色
）
と
一
緒
に
郵

送
し
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
入
院
な
ど
で
ま
だ
「
後
期
高
齢

者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
役
場
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
の
全
員
が
町
県
民
税
非
課
税
の
人
が

対
象
に
な
り
ま
す
。

私
有
地
か
ら
道
路
に
張
り
出
し
て
い
る

枝
や
葉
は
、
土
地
所
有
者
に
所
有
権

が
あ
り
ま
す
。
県
や
町
で
は
切
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
土
地
所
有
者
に
せ
ん
定
・

刈
込
み
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

木
の
枝
や
生
垣
が
道
路
上
に
張
り
出
し

た
り
覆
い
か
ぶ
さ
っ
た
り
す
る
と
、

通
行
し
づ
ら
い
だ
け
で
な
く
、
道
路
標
識
・

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な
ど
を
見
づ
ら
く
し
、
交
通

事
故
の
原
因
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
お
近

く
で
こ
の
よ
う
な
箇
所
を
見
か
け
た
ら
、
ご

近
所
同
士
で
お
声
掛
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

道路に張り出した木は切りましょう
◦問い合わせ　役場道路整備課　道路維持係　☎（293）2815　　菊池地域振興局　維持管理課　☎ 0968（25）2167

道路

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に

困
難
な
場
合
は
、「
保
険
料
の
全
額
免

除
制
度
」
や
「
一
部
納
付
制
度
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

●
全
額
免
除
期
間
や
一
部
納
付
期
間
は
、
将

来
の
老
齢
基
礎
年
金
を
計
算
す
る
際
、
全
額

納
付
し
た
期
間
と
比
較
し
て
年
金
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

●
免
除
さ
れ
た
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
後
か
ら
納
付
（
追
納
）
で
き
ま
す
。

●
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
は
、
免

除
さ
れ
た
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
】

　
各
種
免
除
制
度
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
の
前
年
所
得
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
基
準
以

下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。
納
付
し
な

か
っ
た
場
合
、
一
部
免
除
は
無
効
に
な
り
、

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。
万
が
一
の
時
の
障
害
基
礎
年
金
な
ど

が
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
月
１
回
の
年
金
事
務
所
相
談
員
に
よ
る
出

張
年
金
相
談
は
予
約
制
で
す
。
事
前
に
電
話

な
ど
で
住
民
課
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

平成 24年度の 1カ月の保険料額と
老齢基礎年金額の割合

保険料
老齢基礎
年金額の
受給割合

全額免除 ０円 ８分の４

４分の１納付 ３，７５０円 ８分の５

半額納付 ７,４９０円 ８分の６

４分の３納付 １１，２４０円 ８分の７

全額納付 １４，９８０円 ８分の８
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